
令和 8年度 赤い羽根共同募金（一般募金）公募実施要綱 

（令和 8年度募金、令和 9年度配分） 

 

１ 目  的 

竹田市共同募金委員会（以下「委員会」という。）は、竹田市社会福祉協議会等市内福祉団

体、自治会、公民館（以下「福祉団体」という。）が地域福祉活動を行う際の活動費の一部

を助成するため、赤い羽根共同募金（一般募金）配分の地域助成事業を公募します。 

 

２ 助成対象 

竹田市内に所在する福祉活動を行う団体、ボランティア団体、グループ等で次のことに留意

し、その活動に必要な資金の確保が困難な活動（事業）を対象とします。 

（１）令和 8 年度内に実施・完了できる活動（事業）であること。 

（２）規約又は会則、活動内容（事業）や財務の状況等の資料の提出により、適正な運営 

及び経理状況が確認できること（総会資料又は決算資料など） 

 

３ 対象外事業及び対象外経費 

（１）政治、宗教、組合のために行う事業及び営利目的に行う事業 

（２）福祉を目的としない事業 

（３）申請団体にしか効果が見えない、施設整備事業及び機器購入事業 

（４）経常的経費（人件費、役職・構成員旅費、会議時の食料費） 

（５）役職・構成員が研修会、大会に参加する経費（旅費、参加負担金） 

 

４ 助成限度額 

1団体につき１事業（上限１０万円）とします。 

但し次の場合があります。 

※委員会が必要と認めた場合は、この限りではありません。 

※助成の決定は、大分県共同募金会竹田市共同募金委員会の審査委員会にて審査し決定 

します。 

※助成額は、募金実績に応じての配分となるため、申請額とおりの助成が出来ないことがあり

ます。 

 

５ 申請方法 

助成を受けようとする団体は、助成申請書に関係書類を添え、令和 8 年 4 月 1 日（水）から

5 月 22 日（金）までの間に、提出してください。申請書類は、竹田市社会福祉協議会に備え

ています。なお、申請団体は審査委員会において説明をお願いする場合があります。 

 

６ 助成通知 

助成決定は、審査委員会の審査終了後通知します。（令和９年３月下旬） 

 



７ 助成事業の変更 

助成決定後、やむを得ない事情により、大幅に事業内容等に変更の必要が生じた場合は、事

業着手前に定める変更申請書を提出し、審査委員長の承認をうけなければなりません。また、

事業内容の変更があった場合は、当初決定した助成金額の範囲内での実施をお願いします。 

 

８ 助成金の交付及び実績報告 

配分交付式で現金を支給します。このとき事業費請求書・領収書の提出をお願いします。ま

た、活動（事業）終了後は支出領収書、完了報告書、ありがとうメッセージの提出をお願い

します。 

 

９ 赤い羽根共同募金のＰＲ 

活動（事業）では、赤い羽根共同募金による助成がわかる宣伝を住民にお願いします。 

 

10 被助成施設・団体への監査 

助成金により実施した活動（事業）に、必要に応じて監査を実施します。 

 

11 助成金の返還 

次のいずれかに該当した場合、助成金の一部又は全額の返還をお願いします。 

（１）申請書、完了報告書、添付資料に虚偽の記載があった場合 

（２）活動（事業）を行わなかった場合 

（３）活動（事業）の使途が事業計画と異なる場合 

（４）活動（事業）の成果物に著しく瑕疵があった場合 

（５）活動（事業）経費が助成額を下回った場合 

 

（附則） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和 ２年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和 ３年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和 ４年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和 ５年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和 ６年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和 ７年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和 ８年４月１日から施行する。 

竹田市共同募金委員会 
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